
企画財政課 お知らせInformation

企画政策課 ☎945-8881問問

　沖縄県は、マリンタウン地区において大型MICE施
設整備と周辺の賑わい創出や魅力あるエリア形成に向
けた取り組みを進めており、令和８年５月８日に「沖
縄県マリンタウンMICEエリア形成事業基本計画（改
定案）」を公表しました。
　去る５月21日（木）には基本計画（改定案）の内容
を多くの町民の方に知っていただくため、「大型MICE
施設整備に関する住民説明会」（沖縄県主催）を開催し
たところ、約100名の方にご来場いただきました。
　説明会では、沖縄県MICE推進課による基本計画（改
訂案）の説明が行われました。来場者からはMICE施設

の規模や施設の在り方に関すること、交通渋滞対策に
関すること、地域にもたらされる効果に関することな
どの質問が寄せられ、活発な意見交換が行われました。
　住民説明会の様子は、下記のURLまたは二次元コー
ドからご覧いただけますので、説明会に参加できな
かった方や参加したがもう一度内容を聞きたい方はぜ
ひご視聴ください。

大型MICEの住民説明会を開催
しました！

与那原町商工会  建設工業部会・女性部共催

－YouTubeで見られます！－

https://youtu.be/t_cm1GSFQeE

住民説明会の様子

マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業の詳細はこちらから▶
■沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページ
　https://www.pref.okinawa.jp/bunkakoryu/sport/1009786/1022057.html

与那原町商工会 ☎945-3513問問

7月29日㊌ 16:30～
（集合16:00）

日　　時

集合場所 東浜野球場 駐車場

地域の美化活動に
ご協力をお願いします

詳細・申し込みは
こちらから

ヨナバルMICE
MICEに関する与那原
町や沖縄県の取り組み
を定期的に発信します

5月21日
大型MICE住民説明会の

YouTubeはこちら

清掃内容
●ハイビスカスロードの清掃
●草刈り・土堀り・花壇作りなど
●マリーナ前歩道の清掃
●落ち葉拾い

美 ら 島 環 境 美 化
全 県 一 斉 清 掃 参加者

募集

※動きやすい服装、軍手・タオル
　持参でお越しください。

11 広報よなばる　2026.07

税務課 お知らせInformation

住民課 お知らせInformation

　

午前６時30分から午後11時まで

利用で
コンビニ交付の証明書が10

役場窓口より
便利でお得です!

　マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスス
トア（マルチコピー機設置店舗）で所得証明書、住民票の
写し、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しが10円で取得で
きるサービスを利用いただけます。
　期間は令和９年３月31日まで。まだマイナンバーカード
をお持ちでない方は、便利なマイナンバーカードの取得を
この機会にぜひご検討ください。
　詳細はページ右下の二次元コードからご覧ください。
※ただし、マイナンバー
または住民票コード記
載ありの住民票は、住
民課窓口での交付にな
ります。

必要なもの

● マイナンバーカード
● 

※忘れた方は住民課窓口で
　再設定が必要です。

数字４ケタの暗証番号

期間限定

利用
時間

円に!

マイナカード申請
（予約管理　　　　
　システム画面）

コンビニ交付
サービス

（町ホームページ）

住民課 ☎945-2072問問

税務課 ☎945-4477問問

令和8年度 ※口座振替は7月27日（月）

固定資産税第2期分納期限は7月31日（金）です
納め忘れに

ご注意ください！

町税は納期内に納付をお願いします。
口座振替の申し込みは役場窓口で受け
付けています！
「キャッシュカード」と「暗証番号」をご用意
ください。　　　　　　 詳しくはこちら→

令和6年
4月1日から相続登記が義務化されました

土地・建物の相続登記が義務化されたと聞きました。どういうことでしょうか。
私は数年前に親の不動産を相続しましたが、相続登記はしていません。Q

A 
「相続登記」に関する
那覇地方法務局の専用ページはこちら▶
https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/
page000001_00343.html

　相続登記について不明な点がある場合は、法務局や登記
手続きの専門家である司法書士などにご相談ください。

　所有者が亡くなったのに相続登記がされな
いと、登記簿を見ても持ち主がわからず、公共

事業や民間の不動産取引が進められない、相続手続き
自体が複雑・困難になるといった問題が起きています。
　このような事態の発生を予防するため、令和6年４月
1日から相続登記が義務化されました。義務化前の相
続でも、相続登記が済んでいなければ義務化の対象と
なります。
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